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内閣府行政説明より引用



児童福祉法改正（R4.6.8） 厚生労働省子ども家庭局2022
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地域で連携・協働支援体制を構築しましょう！ 児童福祉法一部改正
R4.6.8



出生前からの脳の成長発達健診（等）と障害
胎生週数・月例（年齢） 脳神経系の成長発達

運動の発達と脳障害
（胎内〜新生児期~乳幼児）

胎
生
期

３〜4週 脳細胞

分裂
・

分化
・

形成

神経管の形成・閉鎖 脳脊髄原器形成

４〜８週 大脳・小脳（一次脳胞：前脳・中脳・菱
脳）・脊髄（脊髄管）の基本構造形成

全前脳胞症

８〜１６週（20
週）

神経芽細胞の移動 側脳室の脳室下層神経細
胞発生 第４脳室穿孔 交連形成 滑脳症・巨脳症・異所性灰白質・小頭症・水頭症 脳梁

欠損

12~24週 脳細胞の分化 小脳裂形成 一次脳溝形成 脳回形成異常・小脳奇形

24~40週 脳細胞の成熟、シナプス形成。軸索の髄鞘化、
組織化, 二次脳溝形成

脳循環障害⇨脳室周囲白室軟化症(PVL）、灰白質・皮質・
皮質下障害

新生
児期

０〜４週（28日） 低酸素性虚血性脳症
・新生児期感染症

乳
児
・
幼
児
期

３、４カ月 定頸（4ヶ月） おもちゃを掴んでいる

６、７カ月 シナプス形成、軸索の髄鞘化、
小脳細胞の成熟、シナプス形成、髄
鞘化。

寝がえり・座位 おもちゃを手のひらで振る・持ち帰
る

１０カ月 四つ這い・
つかまり立ち

親指・人差指でつまむ
ビンの蓋を開ける

１２カ月 歩行 始語（単語カタコト） 共同注意

１８カ月 歩行（小走り） 殴り書き・積木を積み重ねる

３６カ月（３歳） 走る、階段交互昇
り

２語文、ごっご遊び、〇描画 色３
色、

６０カ月（５歳） スキップ・片足ケ
ンケン

手指の巧緻性、ジャンケン勝敗、集
団

先天性疾患・障害 （染色体・遺伝子異常、胎内異常、新生児期の異常）

視覚・聴覚障害、運動障害（神経・筋疾患、骨疾患）、知的障害、発達障害

後天性 疾患・障害（てんかん・事故・中枢感染後遺症など）

新生児聴覚スクリーニング 胎内超音波検査他

NIPT（新出生前診断）１０週〜

22≦早産
＜37週

1歳6ヶ月健診

３歳児健診

５歳児健診（知的・精神発達）

健診 （身体・運動・知的・精神発達）



知
的
発
達

低

低 相互的社会関係（社会性）

自
閉
性
障
害 知的障害

アスペルガー障害高
I
中

中-高

注意欠陥多動性障害
（ADHD）4.0%(3.1%)

発達障害は複数の障害を
随伴していることが多い

（R4年.文科省調査）

8.8%：学習面か行動面で著しい困難

6.5 ％：学習面で困難
4.0％：行動面で困難

1.6％：学習面と行動面ともに著しい
困難（医療との連携必要）
男子：9.3% 女子:3.6%

（6.5％ （H24）6.3％(H14)
広汎性発達障害

1.7%（1.1%)

ASD（自閉スペクトラム症）



新しい社会的養育環境
の提供

一時保護所
里親家庭
児童養護施設

障害児入所施設
心理治療施設

児童自立支援施設など





障害児支援施設（入所・通
所）を入れる！



障害児入所施設の今後の在り方について 2020
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令和4年6月8日国会で成立



障害児入所施設（児童発達支援入所施設）の将来像（案）

・障害児入所施設（児童発達支援入所施設）は、入所支援だけを行うのではなく、地域支援機能を明確に位置づ
けることにより、障害児及びその家族を支援する地域における拠点施設としての機能を持つものとする。
・入所機能は、本体施設を小規模ケア化するとともに、グループホームやファミリーホームの開設・運営・支援
、里親支援等の機能を持つものとする。
・児童の入所にあたっては、児童相談所を中心として市町村・施設を交えた入所調整会議を実施するとともに、
退所後の自立支援に向けての自立支援会議を開催する。

児
童
相
談
所

市
町
村

障害児
グループ
ホーム

ファミリ
ーホーム 里親

短期入所・日中一時支援・家族支援

保
育
所

幼
稚
園

学
校

家
庭

自
立
援
助

ホ
ー
ム

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

障
害
者
支
援

施
設

児童発達支援
入所施設

敷地内

敷地外

一
般
就
労
等

措置

契約

入所調整会議

自立支援会議

開設・運営 開設・支援 支援

連携

連携

復帰

移行

移行

移行

児
童
発
達

支
援
事
業

移行

平成28年度厚生労働科学研究 「障害児入所支援の質の向上を検証するための研究」水流純大氏提供 13



意思決定支援とは

認知障害を持った人々（知的ないし発達障害、精
神障害、認知症、後天的脳損傷その他、認知に影
響しうる他の障害をもつ人々）が、平等に社会参
加できるように、意思決定の手助けをすること。

・意思決定のための支援は、日常的に我々すべてが利用するものであ
り、大なり小なり決定を下すために、周囲の人間や、入手可能な情報、
そして他の形の支援をみな使用する。

・かなりの量の支援を使う人々もいれば、より少ない支援を使う人も
いて、それは個々人のニーズや好みの違いに影響される。

・子どもでは、意思決定以前に、意思形成支援 が求められる。

東京大学先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎先生提供（一部改変）



意思決定支援の法的根拠
法的権利としての意思決定支援は、「障害者の権利に関する条約」に根拠付けられ
る。

第十二条 法律の前にひとしく認められる権利
2. 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有するこ

とを認める。

3. 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための
適当な措置をとる。

4. 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な
保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、
障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさない
こと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限
のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するも
のとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。

5. 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計
を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することに
ついての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財
産を恣意的に奪われないことを確保する。

※国際的な人権関連の法律文書において初めて、法的能力への権利の定式化を与えたもの

※後見人に関する法理と他の代理意思決定を、意思決定支援に置き換える責務を定める

※上記の権利を保障するために必要な対応 (Arstein-Kerslake, 2014)
1. 他者と平等に認知障害者を意思決定者として認定すること

2. 認定を認知障害者にとって有意味なものにするための適切な支援を作り出すこと

2007年9月28日署名
2014年1月20日批准

2014年2月19日効力発生

東京大学先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎先生 ご提
供



　 アドボカシーのプロセス アドボケイトの実践内容

　

　

意見表明支援

意思表出支援

意見形成支援

遊びや外出を

通じた豊かな

経験を提供す

る機会

・子どもの主体性の回復

・子どもの意思表出にかかわる意欲喚起

・子どもの意思表示の方法の理解

・子どもの自己表現の促進

・子どもの関心や選好の理解

・子どもの意見の言語化を支援

・子どもの求めに応じて他者に代弁

関係構築

意見実現支援

・子ども主導による関係づくり

・子どもとのパートナーシップの形成

・関係者との協議により見通しを把握

・今後の見通しを子どもに説明

権利啓発

「意思形成支援・意思決定支援」 と 「意見形成支援・意見表明支援」

推測・推察する

令和４年度 障害者総合福祉推進事業 障害児入所施設及び障害児通所支援事業所を利用する
障害のある子どもの権利擁護の在り方に関する調査研究「障害児入所施設・障害児通所支援事
業所を利用するこどもの意見形成支援・意見表明支援のための手引き（案）より 一部改変


